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名古屋家庭裁判所長後藤

司法行政文書の開示についての通知書

平成28年3月31日付け（同年4月1日受付）で申出のありました司法行

政文書の開示について，下記のとおり情報を提供することとしましたので通知

します。

記

1提供する司法行政文書の情報

名古屋家裁の「平成28年度裁判事務の分配，裁判官の配置及び裁判官に

差し支えのあるときの代理順序，開廷の日割，司法行政事務の代理順序並び

に各種委員等」の別紙第1及び別紙第2 （平成28年4月1日現在のもの）

（片面で3枚）

2提供の実施方法

写しの交付

Ｉ

(担当）総務課電話052－223－0993



(別紙第1）

本庁家事事件事務分配割合表
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※1 「(不在者･相続)財産管理関係事件等｣とは,不在者財産管理人選任事件,相続財産管理人
選任事件及びこれらに付随する事件(特別縁故者に対する財産分与の申立てを含む｡）をいう。
2 「後見等関係事件｣とは,後見等開始事件,任意後見監督人選任事件,未成年後見人選任事
件及びこれらに付随する事件(後見人等監督事件,後見人等と被後見人等との利益相反行為
を原因とする特別代理人選任事件等)をいう。

3 「遺産分割事件等｣とは,遺産分割事件,寄与分事件及び遺留分減殺事件及びこれに関連す
る履行勧告事件をいう。
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｢雑．共助･再審｣とは,家事事件に関する雑事件,共助事件及び再審
ただし,再審事件の分配方法は,2の(2)のアの(ｳ)のとおりとする。

｢人事訴訟事件等｣とは,人事訴訟事件及びその他の訴訟事件をいう。

共助事件及び再審事4 件をいう。
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(別紙第2）

本庁少年事件事務分配割合表
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※'件1百雛篁簔蓋懲綴麗鱸墓鋤騨撫譲蕊騨鱗
「道交｣とは,道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件
かし､弓

※2一般保護事件の在宅事件については,簡易送致事件を除く。

※3同時に審判する身柄事件が係属する場合には,身柄事件を担当する裁判官に配てんする。
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